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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
内視鏡の本体操作部において、挿入部を連結した側とは反対側の位置に固定的に設けられ
、送液用アダプタが着脱可能に接続される送液用口金と、基端部がこの送液用口金に接続
され、前記本体操作部から挿入部内に挿通され、先端が前記挿入部の先端に噴射口として
開口する送液通路とを備え、前記送液用アダプタに送液手段を接続することにより前記噴
射口から液体を噴射可能とした内視鏡の送液装置において、
前記送液用アダプタは、前記送液用口金に着脱可能に接続される直管状の接続管と、中間
に曲折部を有する曲折管とからなり、
前記曲折管は、所定角度だけ相対回動可能で、任意の回動角状態に保持可能な回動保持手
段を介して前記接続管に連結されており、
前記曲折管の前記接続管への連結側とは反対側の端部に前記送液手段が着脱可能に接続さ
れるルアーロック機構部を備える
構成としたことを特徴とする内視鏡の送液装置。
【請求項２】
前記曲折管はその前記接続管への連結部に対して、前記ルアーロック機構部を設けた部位
が前記接続管への連結側に対して概略９０°の角度曲げられていることを特徴とする請求
項１記載の内視鏡の送液装置。
【請求項３】
前記曲折管は前記接続管に所定の長さ分だけ挿嵌されるものであり、この嵌合部に１また
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は複数のシールリングを圧縮状態にして装着することによって、これら接続管と曲折管と
の間をシールすると共に、曲折管を任意の角度回動させた状態に保持する構成としたこと
を特徴とする請求項１記載の内視鏡の送液装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、内視鏡において、挿入部の先端から水を噴射するウォータジェットその他の補
助送水機構等として用いられる内視鏡の送液装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
内視鏡には流体の給排を行う手段が複数種類設けられる。まず、体液等の吸引手段であり
、この吸引手段は、通常は、処置具挿通チャンネルに吸引通路を接続して設け、この吸引
通路には負圧ポンプを含む吸引装置に接続される。そして、吸引を行う場合には、内視鏡
の本体操作部に設けた吸引バルブを操作する。
【０００３】
また、挿入部の先端に設けた観察窓を洗浄するために、洗浄用流体の供給手段が設けられ
る。ここで、洗浄用流体としては、洗浄液（通常は水）と加圧エアとからなり、観察窓が
汚損されたときには、洗浄液を観察窓に噴射して、汚損物を洗い流し、次いで加圧エアを
供給して、観察窓に付着する液滴を除去する。従って、内視鏡には送液路と送気路とが設
けられ、これら送液路及び送気路に洗浄液や加圧エアを供給する際には、本体操作部に設
けた送気送水バルブを操作する。なお、送液路及び送気路は挿入部の先端近傍で合流させ
て、この合流路は挿入部の先端部において、観察窓に向けたノズルに接続するように構成
したものが多い。この観察窓の洗浄は、送気送水バルブを送液状態となるように操作して
、まずノズルから洗浄液を供給し、次いでノズルから加圧エアを噴射する状態に送気送水
バルブを切り換えるようにする。これによって、観察窓が汚損されたときに、挿入部を体
腔外に取り出さなくても、この観察窓の洗浄を行える。
【０００４】
さらに、内視鏡には、体腔内壁に高圧水を噴射させて、体腔内壁における付着物を除去し
たり、また色素剤を散布したりする等のために、送液装置が組み込まれたものもある。こ
の送液装置は、挿入部の先端に噴射口を開口させて設けて、この噴射口から必要な液体を
噴射させるものである。ここで、前述した洗浄液は観察窓に向けて噴射されるものであり
、送液装置の噴射口から噴射される液体は観察窓の観察視野の方向に向けて液体を噴射さ
せる点で両者は異なる。
【０００５】
送液装置は、前述したように挿入部の先端に噴射口を有するものであるが、この噴射口か
ら液体を噴射させるための送液部は本体操作部に設けられ、その位置は様々である。送液
部を本体操作部の挿入部への連結部とは反対側の端部に設けに装着するように構成すると
、送液部から噴射口までの間の送液経路がほぼ真っ直ぐな状態となるので、管路の洗浄等
の点から望ましい。送液部には液体を圧送する送液手段が接続されるが、この送液手段と
しては、送液タンク、送液チューブ及びポンプとから構成したものが用いられる。内視鏡
の本体操作部には、体腔内を照明するためのライトガイド（及び挿入部の先端に設けた撮
像手段からの信号ケーブル）を延在させるために、ユニバーサルコードが接続されており
、このユニバーサルコードに加えて送液チューブを本体操作部から延在させると、術者が
本体操作部を把持して行う内視鏡の操作に対する邪魔になる。また、送液チューブが送液
部付近で折れてしまうおそれがあり、そうなると良好な送液が行われなくなってしまう。
そこで、送液部には概略Ｌ字状に形成した配管接続部を装着し、この配管接続部に送液チ
ューブを接続して、この送液チューブをユニバーサルコードと概略同じ方向に延在させる
ように構成したものは、従来から知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
【特許文献１】
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特開２００１－２９２９６３号公報（第４頁、図１）
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、送液部には、前述したように、ポンプにより送液チューブに液体を圧送するタ
イプの送液手段に加えて、シリンジ等、術者の手動操作で送液を行うタイプの送液手段も
用いられる。このようにシリンジ等、術者が手動操作で送液を行うことは、体腔内に供給
される液体の圧力及び量を自在に制御できるので、送液を行う目的等の観点から好ましい
場合がある。しかしながら、前述した従来技術のものにあっては、配管接続部が本体操作
部に対してユニバーサルコードの延在方向に向いていることから、この配管接続部にシリ
ンジを接続できないか、若しくは接続できてもその操作性が極めて悪くなるという問題点
がある。特に、内視鏡の本体操作部を片手で把持したときに、配管接続部は下方を向くこ
とから、他方の手でシリンジを操作しようとする場合、無理な操作が強いられ、十分な操
作力をシリンジに加えることができない等といった問題点がある。
【０００８】
本発明は以上の点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、内視鏡を操
作する術者等が本体操作部を把持した状態で、送液手段としてポンプから圧送される送液
チューブを接続した状態では、この送液チューブが内視鏡操作にとって邪魔にならず、ま
たシリンジ等、手動により操作される送液手段を接続したときには、その操作を円滑に行
えるようにすることにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
前述した目的を達成するために、本発明は、内視鏡の本体操作部において、挿入部を連結
した側とは反対側の位置に固定的に設けられ、送液用アダプタが着脱可能に接続される送
液用口金と、基端部がこの送液用口金に接続され、前記本体操作部から挿入部内に挿通さ
れ、先端が前記挿入部の先端に噴射口として開口する送液通路とを備え、前記送液用アダ
プタに送液手段を接続することにより前記噴射口から液体を噴射可能とした内視鏡の送液
装置であって、前記送液用アダプタは、前記送液用口金に着脱可能に接続される直管状の
接続管と、中間に曲折部を有する曲折管とからなり、前記曲折管は、所定角度だけ相対回
動可能で、任意の回動角状態に保持可能な回動保持手段を介して前記接続管に連結されて
おり、前記曲折管の前記接続管への連結側とは反対側の端部に前記送液手段が着脱可能に
接続されるルアーロック機構部を備える構成としたことをその特徴とするものである。
【００１０】
ここで、曲折管における接続管への連結部に対してルアーロック機構を設けた部位が概略
９０°、つまり概略Ｌ字状に曲げたものとするのが望ましい。接続管と曲折管との連結は
、いずれか一方側を他方側に所定長さ嵌入させるようにして行うのが構造上簡単である。
曲折管の接続管に対する相対回動角は特に制限はないが、概略９０°～１８０°程度往復
回動できるようにするのが望ましい。そして、曲折管をある角度だけ回動させたときに、
その状態で保持させる。このために、ロック部材等、機械的に固定する機構等を用いるこ
ともできるが、接続管と曲折管との嵌合部における摩擦力で所望の角度状態に保持できる
ようにする方が、曲折管の角度調整を行う操作上等の点で望ましい。例えば、この嵌合部
に１または複数のシールリングを圧縮状態にして装着することによって、これら接続管と
曲折管との間をシールすると共に、曲折管を任意の角度回動させた状態に保持することが
できる。
【００１１】
【発明の実施の形態】
以下、図面に基づいて本発明の実施の形態について説明する。まず、図１に内視鏡の概略
構成を示す。図中において、１は本体操作部、２は体腔内等への挿入部、３はユニバーサ
ルコードである。挿入部２は、本体操作部１への連結側から軟性部２ａ，アングル部２ｂ
及び先端硬質部２ｃとなっており、先端硬質部２ｃには照明部と観察部とからなる内視鏡
観察手段が設けられている。アングル部２ｂは先端硬質部２ｃを所望の方向に向けるため
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に、本体操作部１に装着したアングル操作手段４の操作により任意の方向に湾曲させるこ
とができるものである。
【００１２】
この内視鏡には、ウォータジェット噴射装置、補助送水装置等とも称される送液装置を備
えている。この送液装置は、本体操作部１のケーシングに装着した送液部１０と、この送
液部１０に接続した送液通路１１とを有し、送液通路１１の先端は噴射口１１ａとして挿
入部２の先端硬質部２ｃにおいて、内視鏡観察手段の装着部近傍に開口している。ここで
、噴射口１１ａからは液体、例えば水や薬液等を体腔内壁に向けて噴射させることができ
るようになっている。送液部１０は、本体操作部１において、挿入部２の連結部とは反対
側の位置に設けられており、これにより送液通路１１は本体操作部１内において、ほぼ真
直ぐに延在させることができる。その結果、ブラシ洗浄を行う際等に有利になる。
【００１３】
送液部１０は、図２及び図３に示したように、送液用口金１２を備えており、この送液用
口金１２は本体操作部１のケーシング１ａに貫通する状態に設けた取付孔１３に装着され
ている。送液用口金１２には、取付孔１３の段差面１３ａに当接するフランジ部１２ａを
有し、このフランジ部１２ａより先端側、つまり本体操作部１の内部側には外周面にねじ
部１２ｂが設けられており、このねじ部１２ｂに固定用ナット１４が螺合されている。従
って、送液用口金１２は、フランジ部１２ａと固定用ナット１４とによりケーシング１ａ
を挟持するようにして固定される。さらに、ねじ部１２ｂの先端側の部位は送液通路１１
を構成するチューブの基端部が嵌合するように連結される連結部１２ｃとなっている。
【００１４】
送液用口金１２の基端側の部位はルアーロック部１２ｄとなって外部に開口している。こ
こで、ルアーロック部１２ｄは、その内面が基端側開口部の内径が最も大きく、所定の位
置まで連続的に開口径が小さくなるようにルアーロックテーパ面を有する形状のものであ
り、このテーパ角は６／１００という程度にごく緩やかなものとなっている。そして、ル
アーロック部１２ｄの外周面は、フランジ部１２ａから所定の間隔だけ離間した位置にお
ねじ部１５が設けられている。
【００１５】
送液用口金１２の基端部は常時開口した状態となっており、このままでは挿入部２を体腔
内に挿入したときには、送液用口金１２、送液通路１１及び噴射口１１ａを介して、体腔
内と大気とが連通することになる。そこで、この送液用口金１２におけるルアーロック部
１２ｄには、栓部材２０が着脱可能に装着されて、体腔内と大気との連通が遮断される。
また、図３に示したように、栓部材２０を取り外して、送液用アダプタ２１がルアーロッ
ク部１２ｄに接続できることになる。
【００１６】
送液用アダプタ２１は、図３及び図４から明らかなように、送液用口金１２に着脱可能に
連結される接続管２２と、この接続管２２に連結した曲折管２３との２つの管体で構成さ
れる。接続管２２は直管状となって、送液用口金１２におけるルアーロック部１２ｄに所
定の長さ分だけ挿嵌させるようにして連結されている。従って、接続管２２の送液用口金
１２への嵌合部２２ａは先端側に向けて細くなるテーパ形状となっており、そのテーパ角
はルアーロック部１２ｄのテーパ角と一致している。また、接続管２２の外周面において
、その嵌合部２２ａから基端側に所定間隔だけ離れた位置におねじ部２２ｂが形成されて
おり、このおねじ部２２ｂの形成位置より基端側の外径は大きくなった拡径部２２ｃとな
っている。
【００１７】
接続管２２のおねじ部２２ｂにはストッパリング２４が螺合されており、このストッパリ
ング２４の外径は、送液用口金１２の外径と接続管２２の拡径部２２ｃとの中間の寸法を
有するものである。そして、接続管２２の拡径部２２ｃには固定用ナット２５が嵌合され
ており、この固定用ナット２５は送液用口金１２のおねじ部１５に螺合されるようになっ
ている。固定用ナット２５には、ストッパリング２４の外径と接続管２２の拡径部２２ｃ
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との中間の口径を有するストッパ部２５ａが形成されており、従って固定用ナット２５を
送液用口金１２のおねじ部１５に螺合させると、そのストッパ部２５ａがストッパリング
２４を押動して、接続管２２の嵌合部２２ａを送液用口金１２のルアーロック部１２ｄ内
に引き込むようにして固定されることになる。また、この固定用ナット２５の送液用口金
１２への螺合を解除すると、接続管２２は固定用ナット２５と共に送液用口金１２から離
脱させることができる。
【００１８】
曲折管２３は、その先端側が接続管２２に嵌合される連結部２３ａであり、この連結部２
３ａに対して概略９０°曲折したルアーロック機構部２３ｂとからなる概略Ｌ字状に曲折
した管から構成される。連結部２３ａは接続管２２の拡径部２２ｃに挿嵌されるようにし
て連結される。また、曲折管２３のルアーロック機構部２３ｂには、その内周面がルアー
ロックテーパ部となっており、基端側の端部には後述する送液手段のルアーロック連結部
を固定的に保持するためのフランジ部が形成されている。従って、このルアーロック機構
部２３ｂには、送液手段を構成する各種の部材に設けたルアーロック連結部が着脱可能に
接続されるが、さらに図示は省略するが、栓部材が装着されて、このルアーロック機構部
２３ｂの端部開口を閉鎖できるようになっている。
【００１９】
送液用アダプタ２１における接続管２２及び曲折管２３には送液部１０の送液通路１１と
連通する送液通路２６，２７がそれぞれ設けられている。また、接続管２２の拡径部２２
ｃには、送液通路２６の孔径を拡径させて、曲折管２３の連結部２３ａが挿嵌される挿嵌
部２８としている。一方、曲折管２３においては、送液通路２７が連結部２３ａに形成さ
れており、ルアーロック機構部２３ｂには基端側に向けて拡径するルアーロックテーパ孔
２９となっている。このルアーロックテーパ孔２９には、シリンジ等のルアーロック連結
部材が挿入されるが、このルアーロック連結部材はルアーロックテーパ孔２９の途中位置
（図３に仮想線で示した位置）までしか挿入されない。従って、ルアーロック連結部から
供給される送液手段の液体は確実に送液通路２７から接続管２２の送液通路２６を介して
内視鏡の内部に設けた送液通路１１内に流入することになる。
【００２０】
曲折管２３は、その連結部２３ａが接続管２２の挿嵌部２８内に挿入されているが、回動
保持手段によって、この曲折管２３の連結部２３ａは接続管２２に対して所定角度だけ往
復回動可能となっており、かつ所望の角度回動させた状態で、その位置に安定的に保持で
きるようになっている。しかも、曲折管２３は接続管２２に対して分離不能な連結関係を
有している。
【００２１】
まず、曲折管２３と接続管２２との回動機構の構成として、図５に示したように、曲折管
２３における連結部２３ａには１８０°の位置関係に一対の係止ピン３０が圧入等の手段
で固定的に装着されている。一方、接続管２２の基端部は厚肉部２２ｄが形成されており
、この厚肉部２２ｄの部位の外径が最も大径となっている。そして、厚肉部２２ｄには、
係止ピン３０の外径寸法とほぼ同じ幅を有する円弧溝３１が円周方向に向けて２箇所形成
されている。これら円弧溝３１は相対向する位置に形成されており、各係止ピン３０は各
々の円弧溝３１に嵌合している。
【００２２】
これによって、曲折管２３の連結部２３ａは接続管２２に対して円弧溝３１の角度に相当
する分だけ回動可能になる。しかも、係止ピン３０と円弧溝３１との係合により曲折管２
３は接続管２２に対して軸線方向には移動不能となる。つまり、接続管２２と曲折管２３
との間の抜け止め機構が構成される。ここで、曲折管２３の回動角は、好ましくはほぼ９
０°となるように、円弧溝３１の円弧角が設定される。そして、円弧溝３１を形成した接
続管２２の厚肉部２２ｄには化粧リング３２が螺合している。
【００２３】
以上のように曲折管２３は接続管２２に対して回動可能となっているが、さらに所望の回



(6) JP 4144444 B2 2008.9.3

10

20

30

40

50

動位置において安定的に保持されるようになっている。即ち、曲折管２３の連結部２３ａ
外周部には、その先端側に２箇所のシール装着部３３が設けられており、これら各シール
装着部３３にはＯリング等からなるシール部材３４が装着されている。これらシール部材
３４は、連結部２３ａのシール装着部３３と接続管２２の内面との間で圧縮された状態に
保持されている。その結果、送液通路２６と送液通路２７との接続部におけるシール機能
を発揮すると共に、シール部材３４の圧縮による摩擦力で曲折管２３は接続管２２に対し
て所望の角度状態に保持できるようになっている。従って、曲折管２３の角度を変える際
には、シール部材３４の摩擦力に抗して曲折管２３を接続管２２に対して回動させること
によって、そのルアーロック機構部２３ｂの延出方向の調整を行えることになる。
【００２４】
内視鏡の送液装置は以上のように構成され、この送液装置によって、本体操作部１に設け
た送液部１０から体腔内に所望の液体を供給できることになる。また、送液しない場合に
は、送液用口金１２に栓部材２０を装着することによって、送液通路１１は外部から遮断
された状態に保持される。ここで、内視鏡への送液は、例えば体腔内壁を洗浄するための
洗浄液であったり、また色素剤であったり、その他の液体であったりする。そして、液体
の供給は手動操作で行う場合があり、また自動送液を行う場合がある。手動送液を行うに
は、通常シリンジが用いられる。また自動送液は、ポンプを作動させることによって、液
体タンクから送液チューブに液体を圧送するのが一般的である。
【００２５】
送液用口金１２はルアーロック部１２ｄが設けられているので、この送液用口金１２にシ
リンジ等の送液手段を直接接続することができる。また、送液用口金１２には、送液用ア
ダプタ２１の接続管２２が着脱可能に接続できるようになっている。しかも、この送液用
アダプタ２１は全体としてＬ字形状の管体から構成されるので、送液用口金１２に送液用
アダプタ２１を接続することによって、この送液用アダプタ２１に送液手段を接続するに
当たって、上方、下方、横方のいずれの方向からも接続できることになる。
【００２６】
送液手段としては、図３に示したように、シリンジ４０及び送液チューブ４１がある。こ
れらには、その先端にはルアーロック連結部４２，４３が設けられる。送液用口金１２に
送液用アダプタ２１を接続した状態で、この送液用アダプタ２１を介してシリンジ４０の
ルアーロック連結部４２または送液チューブ４１のルアーロック連結部４３を選択的に接
続できることになる。
【００２７】
ここで、送液チューブ４１の他端は送液タンクに接続されるものであり、送液タンクから
はポンプによって液体が送液チューブ４１内に圧送されるようになっている。そして、通
常、送液タンクは内視鏡の光源装置の近傍に配置される。従って、送液チューブ４１は本
体操作部１からユニバーサルコード３を延在させた方向に向けるようになし、つまり図５
に実線で示したように、送液用アダプタ２１を構成する曲折管２３のルアーロック機構部
２３ｂを下方に向ける。そして、送液チューブ４１の途中位置を１乃至複数箇所において
、ユニバーサルコード３と連結する。この連結はバンドやテープ等を用いることができる
。これによって、片手で本体把持部３を把持して行う術者の邪魔にはならない。
【００２８】
一方、送液手段としてシリンジ４０を用いる場合には、通常、このシリンジ４０は術者に
より操作される。術者は片手で本体操作部１を把持して操作を行うことから、他方の手を
用いてシリンジ４０を操作する。従って、この場合、シリンジ４０を本体操作部１の横方
向に向けた方が操作し易くなる。特に、本体操作部１の把持側とは反対側、つまりアング
ル操作手段４が装着されている側に向けて突出させるのが望ましい。そこで、送液用アダ
プタ２１の曲折管２３におけるルアーロック機構部２３ｂを接続管２２に対して概略９０
°回動させて、図５に仮想線で示した方向に向ける。これによって、他方の手でシリンジ
４０の操作を行うことができる。つまり、シリンジ４０のピストンを押し込んで、液体を
圧送するが、このときに本体操作部１を把持している手の方向に向けて押圧することによ
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って、その操作性が極めて高くなる。シリンジ４０が接続されている曲折管２３は接続管
２２に対して回動可能に連結されているが、その間にはシール部材３４によってその間の
角度状態に安定的に保持されているので、シリンジ４０の押し込み操作ときに、曲折管２
３の角度が変化することがなく、その操作を容易に、しかも確実に行うことができる。
【００２９】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、内視鏡を操作する術者等が本体操作部を把持した
状態で、送液手段としてポンプから圧送される送液チューブを接続した状態では、この送
液チューブが内視鏡操作にとって邪魔にならず、またシリンジ等、手動により操作される
送液手段を接続したときには、その操作を円滑に行える等の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の送液装置を備えた内視鏡の全体構成図である。
【図２】送液用口金に栓部材を装着した状態を示す断面図である。
【図３】送液用口金に送液用アダプタを装着した状態を示す断面図である。
【図４】送液用アダプタの構成部材を分離して示す平面図である。
【図５】図３のＸ－Ｘ断面図である。
【符号の説明】
１　本体操作部　　　１ａ　ケーシング
２　挿入部　　　１０　送液部
１１　送液通路　　　１１ａ　噴射口
１２　送液用口金　　　１２ａ　フランジ部
１２ｄ　ルアーロック部　　　２０　栓部材
２１　送液用アダプタ　　　２２　接続管
２２ａ　嵌合部　　　２２ｃ　拡径部
２２ｄ　厚肉部　　　２３　曲折管
２３ａ　連結部　　　２３ｂ　ルアーロック機構部
２６，２７　送液通路　　　２８　挿嵌部
２９　ルアーロックテーパ孔
３０　係止ピン　　　３１　円弧溝
３３　シール装着部　　　３４　シール部材
４０　シリンジ
４１，４２　ルアーロック連結部
４３　送液チューブ
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